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１ 件名 

「（仮称）新たなミュージアムに関する基本計画」策定等支援業務委託 

２ 契約期間 

契約締結日から令和６年３月 31 日（日）まで 

３ 履行場所 

 川崎市内ほか 

４ 目的 

 別紙「「（仮称）新たなミュージアムに関する基本計画」策定等支援業務 仕様書」（以下「仕

様書」という。）のとおり。 

５ 契約方法及び業務規模概算額 

(1) 契約方法 

公募型プロポーザル方式（随意契約） 

(2) 業務規模概算額 

17,886,000 円（消費税及び地方消費税を含む）以下 

６ 提出書類 

(1) 企画提案書 

【提案を求める内容】 

ア 業務実施方針（Ａ３判１ページ） 

事業目的を十分理解し、仕様書の趣旨に沿った上で、本業務の取組などに係る実施方

針や基本計画の考え方を記載すること。 

イ 企画提案（Ａ３判３ページ以内） 

次の内容を含めた上で、具体的な提案を行うこと。

(ｱ) 「（仮称）新たなミュージアムに関する基本計画」（以下「基本計画」という。）の

策定支援の具体的イメージ（仕様書５(1)(2)） 

 ・ 基本計画の策定支援について、仕様書の内容に基づき、具体的な手法及び到達

点を提案するとともに、留意すべきことがあれば併せて提案すること。 

(ｲ) 「（仮称）新たなミュージアムに関する基本計画懇談会」（以下「懇談会」とい

う。）の運営支援等（仕様書５(3)） 

 ・ 契約期間内に３回程度開催予定の懇談会について、各回の想定議題及び獲得目

標を提案すること。 

 ・ 懇談会の運営支援等について、仕様書の内容に基づき、具体的な手法の提案を

行うこと。 
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   (ｳ) 新たなミュージアムに関するワークショップの企画立案等（仕様書５(5)） 

    ・ 新たなミュージアムに対する市民意見聴取や広報等を目的としたワークショッ

プについて、仕様書の内容に基づき、概要、目的、参加者の想定ターゲット、獲

得目標を含めて提案すること。また、ワークショップの結果の活用方法について

併せて提案すること。 

    ・ ワークショップ以外の市民意見聴取方法について、効果的と考えられるものが

あれば提案すること。 

  ウ 実施体制・スケジュール（Ａ３判２ページ以内） 

 本業務を実施する担当者の業務経歴、実施体制及び業務実施スケジュールを具体的に

記載すること。 

エ 業務実績（Ａ３判１ページ） 

 過去 10年における国内の国公立の博物館、美術館に係る調査、基本構想、基本計画、

展示設計業務を元請で受託した実績について、その内容を具体的に記載すること。 

※ 企画提案書については、次の項目に留意して作成すること。 

・ 視覚的表現は、文章を補完する上で必要な範囲においてのスケッチ、イラストなど

の使用は認めるが、具体的な設計図、模型、透視図、パースの使用は認めない。 

(2) 見積書（Ａ４判１ページ） 

見積額とその積算の根拠を示すこと。また、企画内容は、見積額とバランスが取れたも

のとすること。 

 (3) 会社概要書（Ａ４判１ページ） 

７ 企画提案書等の書式等 

(1) 書式 

企画提案書等の書式は、任意によるものとする。

(2) 枚数 

企画提案書の枚数は、表紙を除き７ページ以内とする。 

(3) 提出部数 

ア 企画提案書 ９部 

イ 見積書 １部 

ウ 会社概要書 ９部 

８ 委託業務及び企画提案書等に関する質問の受付について 

委託業務及び企画提案書等に関する質問については、電子メールによる送付のみ受付けしま

す。質問の受付は、令和５年４月 19 日(水)から令和５年４月 28 日（金)までの午前９時から

午後５時まで（閉庁日及び正午から午後１時までを除く）とします。なお、質問に対する回答

は、令和５年５月８日（月）までに全社宛てに電子メールで送付します。 
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９ 企画提案書等の提出 

 令和５年５月８日（月）から令和５年５月 15 日（月）までの午前９時から午後５時まで（閉

庁日及び正午から午後１時までを除く）に、市民文化局市民文化振興室宛てに企画提案書等を

持参又は郵送してください。 

※郵送の場合、令和５年５月 15 日（月）必着 

10 企画提案の辞退 

 参加意向申出書を提出した後に企画提案を辞退する場合は、令和５年５月８日(月)から令和

５年５月 15 日(月)までの午前９時から午後５時まで（閉庁日及び正午から午後１時までを除

く）に市民文化局市民文化振興室宛てに辞退届（様式４）を持参又は郵送により提出してくだ

さい。 

11 企画提案会（プレゼンテーション） 

(1) 日時 

  令和５年５月 18 日（木）午前 10 時から 

  （詳細な時間は、後日、参加資格のある者に連絡します。） 

(2) 場所 

  川崎市川崎区駅前本町１１－２ 川崎フロンティアビル９階 市民文化局会議室 

(3) 選考方法 

選考は、本市が設置するプロポーザル評価委員会において実施します。 

(4) プロポーザル 

ア プロポーザルは、企画提案書に基づき各社 20 分以内(説明 10 分、質疑応答 10 分)で

行うこととします。 

イ 契約後に本業務に携わる担当者が、企画提案書の作成及びプロポーザルに参加してく

ださい。なお、出席者は３名以内とします。 

※  提案会は提出された企画提案書で行うものとし、パソコン、プロジェクター等は使

用しないものとします。また、企画提案書の受付期間を過ぎた後での資料の追加は不

可とします。 

 (5) 企画提案の評価 

企画提案の評価は、あらかじめ定めた選定評価基準（様式３）を基にプロポーザル評価

委員会が採点し、合計点数の最高得点を得た者を本委託業務の選定業者とします。 

12 選考結果通知 

選考結果については、令和５年５月下旬以降に提案者すべてに結果通知書（様式６）により

郵送で通知します。また、川崎市ホームページで公表します。 

なお、選考結果等についての電話・電子メール等での問合せには応じられませんので、ご了

承ください。 
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13 その他 

書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加者の負担とします。また、提出いただいた企画

提案書等は返却しません。

14 事務局（問合せ先及び提出先） 

川崎市川崎区駅前本町１１－２ 川崎フロンティアビル９階 

市民文化局市民文化振興室 植木・篠田担当 

電話番号 044-200-0918 電子メールアドレス 25bunka@city.kawasaki.jp


